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議員提出議案第３号 

 

鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 この議案を別紙のとおり提出する。 

 

  令和２年６月30日 

 

 

          野 坂 道 明       伊 藤   保 

 

藤 井 一 博       浜 田 妙 子 

 

興 治 英 夫       中 島 規 夫 

 

内 田 博 長       浜 崎 晋 一 

 

西 川 憲 雄       川 部   洋 

 

澤   紀 男 

 

 



 

 

-  11 - 

鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則 

 

鳥取県議会会議規則（昭和31年鳥取県会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表（第13条の２関係） 

名称 目的 構成員 招集権者 備考 

代表者会議 議会又は議

員に関する

事項（法第

1 0 9条第３

項各号に掲

げる事項を

除 く ｡） に

ついて協議

又は調整を 

行う。 

 略   

議員全員協

議会 

 略 全ての議員  略  

 

  

別表（第13条の２関係） 

名称 目的 構成員 招集権者 備考 

代表者会議 議会又は議

員に関する

事項（法第

1 0 9条の２

第４項各号

に掲げる事 

項を除く｡）

について協

議又は調整 

を行う。 

 略   

議員全員協

議会 

 略 すべての議

員 

 略  
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 略     

政策調整会

議 

議員の提案

する条例又

は意見書等

（これらの

うち政策条

例等検討委

員会におい

て協議又は

調整を行う

も の を 除

く。以下こ

の項におい

て 同 じ ｡ ）

について協

議又は調整 

を行う。 

所属議員が

議員定数の

12分の１以

上の会派か

ら選出され

た議員各１

名及び当該

会派に属さ

ない議員で

あって条例

又は意見書

等を提案し

ようとする

ものの代表 

者１名 

議長 当該会派以

外の各会派

の代表者各

１名及び会

派に属さな

い議員（条

例又は意見

書等を提案

しようとす

る 者 を 除

く ｡ ） は 、

当該会議に

出席して意

見を述べる

ことができ 

る。 

政策条例等 

検討委員会 

議員の提案

する政策条

例又は政策 

全ての議員 

 

 

委員長（委

員会におい

て委員長が 

 

 

 略     

政策調整会

議 

議員の提案

する政策条

例、意見書

等 （ 以 下 

「政策条例 

等｣という｡)

について協

議又は調整 

を行う。 

所属議員が

議員定数の

12分の１以

上の会派か

ら選出され

た議員各１

名及び当該

会派に属さ

ない議員で

あって政策

条例等を提

案しようと

するものの

代表者１名 

議長 当該会派以

外の各会派

の代表者各

１名及び会

派に属さな

い議員（政

策条例等を

提案しよう

とする者を 

除く｡）は､ 

当該会議に

出席して意

見を述べる

ことができ 

る。 
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 提言の立案

について協

議又は調整

を行う。 

 選出される

までの間に

あっては、 

議長） 

 

世話人会 一般選挙後

最初に招集

される議会

の運営等に

ついて協議

又は調整を 

行う。 

 略   

  

 

 

 

 

    

世話人会 一般選挙後

最初に招集

される議会

の運営等に

関する協議

又は調整を 

行う。 

 略   

  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


